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●子育てサポートキャラバン
「くるクル」が巡回中です

時　午前10時～正午、午後1時～4時
(※)午前と午後で会場が違う場合…
午前10時～正午、午後2時～4時

対象 就学前のお子さんとその保護者
費用 無料
◇申し込みは不要です。直接、会場へ
お越しください。

◇お子さんと遊んだり、読み聞かせを
したりできるボランティアを募集し
ています。興味のある方は、直接会
場へお越しください。
明和第二保育園　243-8488
しあわせ推進課子ども係
244-3120

問 

◇公民館や公会堂に子育ての指導員が
遊具やおもちゃを持って訪問します。

＜日程＞

7月3日(月)

4日(火)

5日(水)

6日(木)

7日(金)

10日(月）（※）

11日(火）（※）

12日(水）（※）

13日(木）（※）

14日(金)

午前

諸井公会堂

袋井東公民館

高南公民館

宇刈いきいきセンター

旭町公会堂

今井公民館

方丈ふれあい会館

三川公民館

午後日
浅羽保健センター

祢宜弥公会堂

南部健康プラザ

浅羽西公民館

浅羽南公民館

浅羽東公民館

問 は問い合わせ先 申 は申し込み先 はEメール

◇紫外線は、皮膚の細胞に悪影響を与え、皮膚の老化を早めたり、皮膚がんの発生
率を高めたりします。

◇有害な紫外線から皮膚を守るための紫外線対策をご紹介します。
＜今すぐ実行したい紫外線対策＞
1  日差しの強い時間帯を避けて外出しましょう

7～9月ごろまでは、紫外線が多い時期です。
午前10時から午後2時まではとても紫外線が
強いので、外出の時間帯を工夫しましょう。

2  外出の時は、帽子や日傘を使いましょう
首筋まで覆う帽子やつばの広い帽子がおすす
めです。帽子のつばは7cm以上あり、目が影
になるものが理想的です。

3  日焼け止めクリームを使いましょう
日焼け止めクリームの使用は効果的です。人によっては肌に合わない場合が
ありますので、注意してください。

※強い日焼けをしたら、病院に行きましょう
日焼けで赤くなるのは皮膚が炎症を起こしている状態です。
まずは冷やして、炎症を鎮めましょう。水疱

すいほう

ができたり、1日たっても
痛みが治まらない場合は、病院に行きましょう。

健康づくり推進課健康指導1係　242-7275 健康指導2係　223-9222問 

●有害な紫外線からあなたの皮膚を守りましょう

◇西通・東通自治
会の駅前自治
会館内の机や
いすなどを整
備しました。

◇睦町自治
会の公園
などの環
境美化用
具、用具
の収納倉庫などを整備しました。
地域振興課市民活動支援係
244-3107

問 

●宝くじ助成で机やいす、
公園環境美化用具を整備

住宅かさ上げ工事・がけ地移転補助制度

(※)金融機関な
どからの借入
金の利子に対
して補助しま
す。

◇大雨などによる床上・床下浸水を防ぐため、住宅のかさ上げ工事をしたり、が
け地に近く危険な場所から住宅を移転したりする場合、補助制度があります。

◇事前に市役所3階都市計画課建築住宅室へご相談ください。
＜住宅かさ上げ工事補助制度＞
対象 金融機関などから借り入れをし、大雨などにより床上・床下浸水の被
害を受けた住宅のかさ上げ工事をする方
利子補給金限度額 1戸当たり87万円。かさ上げ工事のために借り入れる金
額600万円までが補給金の対象です。補給金は、借入金額によって異なり
ます。

＜がけ地移転補助制度＞　
対象 住宅ががけ

・ ・

地（傾斜が30度を超え、高さが2ｍを超えるがけ地）に近
く、安全な場所へ移転する方

補助内容

都市計画課建築住宅室　244-3123問 申 

補助対象

危険住宅の除去などに要する経費

移転する住宅の建設費または購入費(※)

移転する土地の取得費(※)

移転する土地の造成費(※)

限度額

78万円

444万円

206万円

58万円


